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新
春
特
別
講
演
会 

 

会
津
若
松
法
人
会
の

公
益
社
団
法
人
移
行

10
周
年
と
青
年
部

会
設
立
30
周
年
記

念
を
兼
ね
た
新
春
特

別
講
演
会
が
２
月
19

日
、
会
津
若
松
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル
で
開

か
れ
会
員
・
一
般
市
民
約
１
０
０
名
が
聴

講
し
ま
し
た
。 

 

講
師
は
多
数
の
著
書
が
あ
る
本
書
く
派

（
本
格
派
）
落
語
家
の
立
川
談
慶
師
匠
。 

 
談
慶
師
匠
は
「
江
戸
時
代
の
狭
い
長
屋

は
、
ス
ト
レ
ス
社
会
だ
っ
た
の
で
お
互
い

の
存
在
を
避
け
、
忖
度
が
常
識
だ
っ
た
。

落
語
も
そ
の
世
界
で
展
開
し
、
他
者
目
線

で
の
認
め
合

い
や
許
し
合

い
が
重
要
視

さ
れ
た
。こ
れ

が
、コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

の
神
髄
と
な

り
、
人
と
人

の
繋
が
り
を

深
め
る
手
段

と
な
っ
た
」

と
語
り
ま
し

た
。 

 

ま
た
、
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
「
聞
く

と
き
こ
そ
攻
め
の
姿
勢
、
話
す
と
き
こ
そ

守
り
の
姿
勢
が
大
事
」
と
会
場
を
大
い
に

沸
か
せ
な
が
ら
話
上
手
に
な
る
コ
ツ
を
説

き
ま
し
た
。 

  
 

新
春
の
つ
ど
い 

 

講
演
会

終
了
後
に

開
か
れ
た

新
春
の
つ

ど

い

で

は
、
本
田

伸
雄
福
島

県
会
津
地

方
振
興
局

長
、
室
井

照
平
会
津

若

松

市

長
、
渋
川

恵
男
会
津

若
松
商
工

会
議
所
会
頭
よ
り
祝
辞
を
頂
戴
し
ま
し
た
。 

 
東
山
芸
妓
衆
の
踊
り
を
鑑
賞
し
た
あ
と

星
幹
夫
相
談
役
の
発
声
で
乾
杯
し
祝
宴
に

入
り
、
和
や
か
に
歓
談
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
つ
ど
い
席
上
で
は
新
た
に
ご
入

会
い
た
だ
い
た
会
員
を
紹
介
し
、
あ
た
た

か
い
拍
手
で
歓
迎
し
ま
し
た
。 
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“本書く派”の落語の名人、談慶師匠 

軽妙な語り口でコミュニケーションのヒントを説く 
 

●第１２回 通 常 総 会 ６月１３日（木） 
ところ 会津若松ワシントンホテル 

【第１部】 記念講演会 15：00より 

【第２部】 通常総会 16：15より 

【第３部】 会員懇談会 17：45より 

●第１９回 ゴルフコンペ ７月 ３日（水） 
ところ 会津磐梯カントリークラブ 

 

会
津
若
松
法
人
会
か
ら
の
お
知
ら
せ 

【記念講演会講師】 

西川 靖志 氏 

（中小企業診断士 / 経営コンサルタント） 

 
後日ご案内いたします 
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仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス

ト
と
し
て
活
躍
す
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ

ふ
れ
る
税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

国
の
財
政
を
支
え
る
税
務
職
員
に
、
あ

な
た
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

【
受
験
資
格
】 

 

① 

令
和
６
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高

校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
後
３

年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
及
び
令
和

７
年
３
月
ま
で
に
高
校
又
は
中
等
教

育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者 

 

② 

人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準
ず

る
と
認
め
る
者 

【
受
験
申
込
受
付
期
間
】 

 

令
和
６
年 

６
月
14
日
（
金
）
か
ら
６
月
26
日
（
水
）

ま
で 

【
受
験
申
込
方
法
】 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
と
す
る
。 

国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ 

(https://www.jinji.go.jp/saiyo 
/saiyo.html) 

【
第
１
次
試
験
日
】 

令
和
６
年
９
月
１
日
（
日
） 

【
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
先
】 

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課  

試
験
研
修
係 

 
 

℡ 

０
２
２
‐
２
６
３
‐
１
１
１
１

内
線
３
２
３
６ 

人
事
院
東
北
事
務
局 

 
 

 

℡ 

０
２
２
‐
２
２
１
‐
２
０
２
２ 

     

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
と
は
「
振
替
納

税
」「
電
子
納
税
」「
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
」

「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
」「
ス
マ
ホ
ア

プ
リ
納
付
」
と
い
っ
た
納
付
手
段
で
す
。 

こ
れ
ら
の
納
付
方
法
は
、
金
融
機
関
や

税
務
署
の
窓
口
へ
出
向
く
必
要
が
な
く
、

事
業
所
等
か
ら
納
税
手
続
が
で
き
ま
す
。 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の
中
で
も
、
特

に
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
は
、
令
和
６
年
４
月

１
日
以
降
、e-Tax

で
申
告
等
デ
ー
タ
を

送
信
す
る
際
に
必
要
事
項
に
チ
ェ
ッ
ク
す

る
だ
け
で
、
各
申
告
手
続
の
法
定
納
期
限

当
日
（
法
定
納
期
限
当
日
に
申
告
手
続
を

し
た
場
合
は
、
翌
取
引
日
）
に
自
動
的
に

口
座
引
落
し
に
よ
り
納
付
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
利
便
性
が
大
幅
に
向
上

し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

   

令
和
６
年
６
月
１
日
以
後
最
初
に
支
払

う
給
与
等
に
つ
き
源
泉
徴
収
を
行
う
際
か

ら
定
額
減
税
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

定
額
減
税
の
制
度
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
定
額
減
税
特
設

サ
イ
ト
（
下
段
左
の
二
次
元
コ
ー
ド
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
給
与
支
払
者
向
け
定
額
減
税
説

明
会
も
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
国
税
庁

LINE

公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
（
下
段
右
の
二
次

元
コ
ー
ド
）
か
ら
事
前
申
込
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

   
        

２
０
２
４
年
度
国
家
公
務
員 

「

税

務

職

員

採

用

試

験

」 

（
高
校
卒
業
程
度
）
の
お
知
ら
せ 

国
税
の
納
付
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

納
付
を
ご
利
用
く
だ
さ
い 

事前申込（国税庁LINE公式アカウント）は、こちら 

令
和
６
年
分
所
得
税
の
定
額
減
税 

に
つ
い
て 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
https://lin.ee/X2TuOox
https://lin.ee/X2TuOox
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2/27女性部会 新年会（萬来軒） 

  

3/15経理研究部会『副業・兼業の労務

管理』と『年収の壁・支援強化パッケ

ージ』講座（アピオスペース） 

 

  
1/11経理研究部会 はじめての生成ＡＩセミナー 

（アピオパソコンスクール） 

  

3/19経理研究部会 ボウリング大会（ボウルサンシャイン） 

参加者で記念撮影㊧ 優勝した會津通運・五十嵐美栄さん㊨ 

  

3/12総務委員会（法人会会議室） 

ＰＥＴがん検診・人間ドックのご案内 
会津若松法人会では会員企業の代表者・社員・ご家族が利用できる 

「ＰＥＴがん検診」「人間ドック」の受診料割引制度があります。 

竹田綜合病院（会津若松市）、会津中央病院（会津若松市）、南東北 

医療クリニック（郡山市）で会員価格で受診いただけます。 

検査内容や料金などの詳細については、同封のチラシをご覧のうえ、 

ぜひご利用ください！ 

※南東北医療クリニックの割引制度はＰＥＴがん検診のみとなります。 

お問合せ先：会津若松法人会 TEL 0242-22-5821 

  

3/21第4回理事会 

（会津若松ワシントンホテル） 



 法人ニュース會津  

― ４ ― 

 

                              

                              

                              

                             

◆株式を売ったら？ 

Ｑ；株式を売った場合には、確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか。 

株式等を売った場合は、他の所得と区分して税金を計算します（分離課税）。 

 

（1）上場株式等の譲渡所得の申告については次の方法から選択できます。 

 

＊特定口座を開設する際、源泉徴収を選択すると、その口座内の株式の譲渡について証券会社を通じて

税金が源泉徴収又は還付され、原則として申告は不要ですが、申告が必要となる場合もあります。 

 

（2）株式等を売ったときの譲渡所得は、次のように計算します。 

・譲渡所得＝譲渡収入－（取得費＋譲渡費用） 

（例）銀行からの借入金により100万円の株式を買い、130万円で売った場合 

銀行に払う借入金利息2万円 証券会社への手数料が3,000円とします。 

 
・譲渡所得に対する税率は20.315％（所得税15.315％ 住民税5％）です。 

＊特定公社債や公募公社債投資信託等の譲渡損益も、上場株式等と同様に特定口座で管理でき、譲渡損

益の計算も同様です。 

 

（3）株式等を売って、損失が出た場合 

①上場株式等を売って生じた損失は、確定申告により次の所得と損益通算できます。 

・その年分の上場株式等の配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります） 

・特定公社債や公募公社債投資信託等の利子及び譲渡益 

②損益通算しても控除しきれない金額は、確定申告により翌年以後3年間にわたり、株式等又は特定

公社債や公募公社債投資信託等の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得の金額から繰越控除でき

ます。 

＊上場株式等の譲渡損失は、非上場株式等の譲渡益から控除することはできません。 



 法人ニュース會津  

― ５ ― 

 

                              

                              

                              

                             

◆ＮＩＳＡ（ニーサ）ってどんな制度? 

Ｑ；ＮＩＳＡの現行制度と令和6年からの新制度の概略を教えてください。 

ＮＩＳＡとは少額投資非課税制度のことで、株式や投資信託などの譲渡益や配当金等が一定額非課税

となります。令和6年1月からは制度の抜本的拡充と恒久化をめざす新しいものになります。 

令和 5 年末までに現行の一般ＮＩＳＡ及びつみたてＮＩＳＡ制度において投資した商品は、新ＮＩＳ

Ａ制度の外枠で現行制度の非課税措置が適用され、現行制度から新ＮＩＳＡ制度への移管（ロールオーバ

ー）はできません。 

 

（注1） ジュニアＮＩＳＡへの投資期間は令和5年末で終了します。5年間の非課税保有期間が終了し

た商品は自動的に継続管理勘定へ移管され、18 歳になるまで非課税で保有することができま

す。 

（注2）新ＮＩＳＡでは、「簿価残高（買付残高）方式」で管理されるので、口座内の商品を売却した

場合には、その商品の簿価分の非課税枠を再利用することができます。 

 
日本税理士会連合会ホームページ「やさしい税金教室（令和５年度版）」より抜粋 

～困ったときは、お近くの税理士に相談しましょう～ 

《問合せ先》東北税理士会会津若松支部・支部長 𠮷原 裕二 （℡0242-62-3129） 

～法人会INFORMATION～  （公社）会津喜多方法人会からのお知らせ 

 

ルーシダットン（タイ式ヨガ）は、タイに古来より伝わる伝統医学のひとつ。 

身体の歪みや不調を軽減させる自己整体を目的としており、日常生活では意識をしない深層の筋肉（インナー 

マッスル）を鍛え、代謝を良くし、体内の老廃物を排出しやすく健康的な体をつくります。 

【 日  時 】５月１２日（日） 午後２：０0 ～ ３：３0 

【 会  場 】喜多方プラザ文化センター ２階第３会議室 

【 講 師 】深谷 恵 氏（福島市ヨガスタジオYOGATOCO 代表） 

【 受講料 】無 料  

【 定  員 】２０名（定員になり次第締切ります） 

【申込み・問合せ】（公社）会津喜多方法人会 TEL：0241-23-8181 

 

ルーシーダットン（タイ式ヨガ）講座 

＜講座内容＞ 
①時間は９０分 
②椅子を使った運動 
（マット運動はありません） 
※水分補給やタオルをご持参

のうえ、運動のできる服装

でご参加ください。 
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法人会の税制改正に関する提言の 

主な実現事項 
令和６年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を

十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減

税の実施や、賃上げ促進税制の強化等が行われました。また、資本蓄積の推進や生産性の向上によ

り、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制が創設され、

スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置が講じられました。加えて、グローバル化

を踏まえてプラットフォーム課税の導入等が行われるとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化

等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用対象法人

の見直し等が行われました（令和６年度税制改正大綱より）。 

法人会では、昨年９月に「令和６年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・

地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小企業向け税制措置の

適用期限延長、事業承継税制の特例承継計画提出期限延長等、法人会の提言事項の一部が盛り込ま

れ、以下のとおり実現する運びとなりました。 

 [法人課税] 

１．中小企業向け賃上げ促進税制 

法人会提言 改正の概要 

・中小企業向け賃上げ促進税制について

は、適用期限が令和６年３月末日までと

なっていることから、その延長を求め

る。 

・中小企業向けの措置について、教育訓練費に

係る税額控除率の上乗せ措置は教育訓練費の

増加割合が５％以上等である場合に適用でき

ることとし、くるみんやえるぼし（２段階目）

以上の認定を受けた場合に税額控除率５％を

加算する措置を加え、５年間の繰越控除制度

が設けられた上で、適用期限が３年延長され

ました。 

２．交際費課税 

法人会提言 改正の概要 

・交際費課税の特例措置については、適用

期限が令和６年３月末日までとなって

いることから、その延長を求める。 

・交際費等の範囲から除外される一定の飲食費

に係る金額基準が１人当たり５，０００円以

下から１万円以下に引き上げられました。ま

た、中小法人の特例措置に係る適用期限が３

年間延長されました。 

 

３．中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置 

法人会提言 改正の概要 

・少額減価償却資産の取得価額の損金算入

の特例措置については、損金算入額の上

限（合計３００万円）を撤廃し全額を損

金算入とする。なお、それが直ちに困難

な場合は、令和６年３月末日となってい

る適用期限を延長する。 

・中小企業の少額減価償却資産の特例について

適用期限が２年間延長されました。 
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４．中小企業等の設備投資支援措置 

法人会提言 改正の概要 

・「カーボンニュートラルに向けた投資促

進税制」は、令和６年３月末日が適用期

限となっていることから、適用期限を延

長する。 

・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

について、中小企業者が適用を受けた場合の

税額控除率が見直された上で、適用期限が２

年間延長されました。 

 

  [事業承継税制] 

１．相続税、贈与税の納税猶予制度 

法人会提言 改正の概要 

・特例承継計画の提出期限は１年間延長さ

れ、令和６年３月末日までとなっている

が、コロナ禍からの完全回復には時間が

かかるうえ、エネルギー価格が高止まり

しているなど、中小企業を取り巻く環境

は依然厳しい状況にある。特例承継計画

の提出期限等の延長を求める。 

・法人版事業承継税制の特例措置について、特例

承継計画の提出期限が２年間延長されまし

た。 

 

[その他] 

１．森林環境税 

法人会提言 改正の概要 

・令和６年度から施行される森林環境税に

ついて、現在、先行して別の財源を使っ

て地方自治体に配分（令和５年度は５０

０億円）されているが、その半分が使い

残され基金として積み立てられている

との指摘がある。これでは税が有効に活

用されているとは言い難く、配分方法の

あり方など、制度自体を抜本的に見直す

べきである。 

・森林環境譲与税に係る譲与基準について、「私

有林人工林面積」の譲与割合を５.５割（改正

前:５割）、「人口」の譲与割合を２.５割（改正

前:３割）とする見直しが行われました。 

 

 

期間限定特別企画 

知るべき投資と 

経済の基礎 

株式会社マネネCEO 

経済アナリスト 

森永 康平 

公開期限： 

2024年4月末まで 

https://www.aizu-ho.or.jp/ 
会津若松法人会 

◆新入社員向け「ビジネスマナー基礎講座」 

◆「今どき若手社員への接し方、教え方」ほか 760タイトル以上 

会員専用コンテンツをご覧になるにはＩＤとパスワードが必要です。 

詳しくは会津若松法人会事務局（☎0242-22-5821）まで！ 
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税に関する絵はがきコンクール表彰式 

受賞した角田さん（中央）と板垣署長（左から2人目） 

 

会
津
若
松
法
人
会
女
性
部
会
主

催
の
「
第
16
回
税
に
関
す
る
絵
は

が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
に
お
い
て
、
湯

川
村
立
笈
川
小
学
校
６
年
の
角
田

渚
紗
さ
ん
が
会
津
若
松
税
務
署
長

賞
を
受
賞
し
、
２
月
20
日
、
同
校

に
板
垣
直
人
署
長
が
訪
れ
、
角
田
さ

ん
へ
賞
状
と
副
賞
を
手
渡
し
ま
し

た
。 

 

角
田
さ
ん
は
上
部
団
体
の
福
島

県
法
人
会
連
合
会
女
性
部
会
連
絡

協
議
会
で
の
審
査
会
に
お
い
て
最

高
賞
の
特
選
も
受
賞
し
、
土
屋
み
よ

子
女
性
部
会
長
が
賞
状
と
カ
ッ
プ

を
伝
達
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
会
津
若
松
法
人
会
管
内
の

小
学
校
か
ら
応
募
の
あ
っ
た
６
５

９
通
の
中
か
ら
各
賞
を
受
賞
し
た

40
作
品
は
確
定
申
告
期
間
中
、
ア

ピ
オ
ス
ペ
ー
ス
の
確
定
申
告
書
作

成
会
場
の
ロ
ビ
ー
に
展
示
さ
れ
、
会 

場
を
訪
れ
た 

人
々
の
目
を 

楽
し
ま
せ
ま 

し
た
。 

 

現
在
は
会
津 

若
松
税
務
署
と 

法
人
会
事
務
局 

で
展
示
中
で
す
。 

３月２１日、会津若松市の室井照平市長と皆川公一消防団長が、遠藤久会長に対し以下のとおり協力要請し

ました。 

災害時に地域の安全を確保するためには、消防団員が重要な役割を果たします。しかし、消防団員の数が

減少しているため、会員事業所の皆様には従業員の消防活動へご理解いただくとともに、新たな団員の確保に

ついてご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

［要請内容］ 

１ 消防団員確保に関する協力 

２ 消防団所属事業所における消防団活動への協力 

３ 消防団協力事業所表示制度等の活用・支援 

４ 住宅用火災警報器の設置促進 

お問合せ：会津若松市市民部 危機管理課 消防防災グループ TEL 0242-39-1227 

またはお住まいの地域の市町村役場まで 

第１６回 

 


